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要 旨

条件形複合用言形式の認定

花 薗 悟

キーワード .条件形、 複合用言形式、 文法化、 モダリティ

本稿ではモダリティ形式として認定されている形式の中から I�しなければ ならな

い/いけないJ I�すると/したら/すれば いい」 のように「条件形+(評価的) 用言j と
いう構成要素を持つ形式を 「条件形複合用言形式(条件用言)J と名づけ、 それらに対し
「一文中における同ーの条件形の出現H仮定副詞の共起H動詞の文法的カテゴリーの消
失」、 「連文におりる省略」、「倒置可能性J I挿入可能性J I叙法副詞の共起可能性」など
のテストを適用した結果、条件用言を構成するそれぞれの要素が語としての性格を失い、

全体として一体化していることを示した。 また、 条件用言それぞれの形式間で一体化の
程度に差が見られること、 また同ーの形式でも意味・用法によって一体化の程度に違い
があることを観察した。

1. 文法的形式としてのモダリティ

平叙文 (叙述文、 述べ立て文) におりる述語のモダリティ形式はさまざまに提起されてい

るが、 それらの構成要素には多様なものがある。 工藤19 89 や森田・松木19 89 などを参考

にピ ックアップしてみても、

( 1 )  a. 名調+ 判定調:様子だ、 見込みだ、 所存だ、 つもりだ、 タイプだ、 性格だ

b .名詞+ 存在動詞:必要がある、 可能性がある、 おそれがある

C .テ形+ ( 評価的 )用言 �して( も )[いい/かまわない]、 ~しては[ならない/

いけない/だめだ]

d.動詞の条件形+(評価的 )用言 �しなければならない、~しなければいけない、

~すればいい、 ~したらいい、 ~するとし》い

などがある。

上記の諸形式をモダリティ形式として認めるためには、 これらが主観的な形式であるこ

とと共にこれらの形式が文法的形式であることを示さなければならないと思われる。 たと

えば (1. a) の諸形式に関しては新屋19 89 の研究がある。

新屋は「名詞十だjの形のうち、 文末に位置し述定の意味にかかわる助動調的性格を持

つものを「文末名調」 と名付け、 その統語的 ・意味的特徴を観察している。 具体的には次

のような形式である。
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( 4 0  ) 条件形複合用言形式の認定

( 2 )  a. 梓川は、 この前の春の時とは少し異なった感じだった。

b 平岡はあまりこの返事の冷淡なのに驚いた様子であった。

新屋はこれらの形式に共通する特徴として次のようなものをあげている。
注3

( 3 )  a否定形:否定形の形が特殊なものや否定形そのものをもたないものが存在す

る:私はお前を裁く気 [は;*では]ない。

b 人称制限:多 くの文末名調において、対応する主語に人称制限が見られるソ彼

は泣きたい思いだ。

C. ガノ可変:ガノ可変できない ( あやしくなる) ことが多 い;そこで私[が;*の]

呼ばれた次第です。

なお、 これらの文末名詞においても文末名詞らしさの程度はそれぞれ異なると思われる

が、 これらのうち寺村19 84 が「二次的ムードの助動調」としてあげている 「ょうだJ íの

だJ rわけだJ rはずだJ rものだJ rところだjなどはそれが頻繁に用いられることから固

定化・慣習化された形式として広く認定されるに至ったものであると考えることができる。

本稿では、( l.d)の条件形と用言が結びついた複合用言形式( 条件形複合用言形式、以下「条

件用言Jとよぶ) の語としての資格を検討したい。 取り上げるのはr�しなりれば ならな
注4

い/いけないJ r�すれば/したら/すると いい」である。 条件用言に関するこれまでの研

究は意味的な側面に力点が置かれ、 これらをひとつの言語単位として認める 動詞の条

件形と(評価的) 用言とが一体化してひとつの語となっている ことの根拠は示されてこ

なかったように思える。 本稿ではこれらが複合した形である根拠を示してみたいと思う。

本稿では上のように条件用言を一語として認める立場をとったが、 複合的な文法的形式をどの

ように認定するかには問題が多い。 鈴木19 72 や高橋他 199 8では、 他の文法書では一語としてと
りあげられることの多い助動詞「かもしれないJ iにちがいないJをi(かも) しれないJ I(に)

ちがいない」 のように「にJIかも」 を前接する語にくっつけた形でとりだしている。 つまりこ

れらの認識的モダリティ (形式) を言語単位として認めてはいるのだが、 分割する単位が異なっ
ているといえる。 I(�に) おいてJなどのいわゆる後置詞についても鈴木19 72 などは「おいてJ
を後置詞として認定するが、 「においてj全体を後置詞とする立場もある (仁田199 7のように語
以下のものとする立場もある) 。 また奥田19 77がI�しているjを site-iru と表記しているが、 こ
れは I�しているjはI�するJ と対立するアスペクト形式としてひとつのまとまりを形成して
いることと、 とりたて助辞(助詞) IはJ I も」 などが入りうる分析的な形式であることから一語
と二語の中間的な段階であることを示唆しているとも読める。

文法形式としてひとつのまとまりをなしていることと、 それが語として認定されることとは等
価ではないかもしれない。 条件用言をひとつの語と認定するしないは単語をどう規定するかに関
わってくる問題で、 これらをあくまでも二語以上と見る立場もありうるだろう。 ただその場合で
も条件用言中におけるI�すればJ I�しなければ」、「ならないJIいけないJI いいjというそれ
ぞれの要素の形態論的・統語論的なふるまいが基本的な意味で二語をなしている場合とどのよう
に異なるかを調査する価値はあるだろう。 仮に条件用言を二誇としてとらえるとしても、 それが
ひとつのまとまりをなす統語・意味的な特徴があることが示せればそれでよい。 本稿の興味は条
件用言が一語か二語かということではなく、それらに関わる具体的な現象を観察することにある。
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( 41 ) 

以下、 条件用言がひとつの文法的形式となっていることを証明していきたい。 具体的に

は前半のI�すれば/したら/するとJ (1条件部」と呼ぶ)、 後半の「ならない/いけない/いい」

(1帰結部J) それぞれが、 文中における共起制限の解除や文法的カテゴリーの喪失など元の

形式としての性質を失っていることを示し、 さらにそれらが一体化していることを示す。

まずI�しなければならないjで方法を示し、 同様のことをI�しなければいけないJ I�す

るといいJI�したらいいJ I�すればいい」に適用する。

2 条件用言の文法形式化 r�しなければならないjを例に

2.1. 条件部

2. 1. 1 条件形の複数出現

同ーの条件形は原則として一文中に二度以上あらわれない。

( 4 ) ?明日雨が降ったら、学校が休みだったら、 君の家に行くよ。

次のように異なった形式の条件形が一文中に複数出現する( 5 )のような場合や、( 6 )の

ように共通する後件が省略された多 重的な複文では可能であるとしても、

( 5 ) パソコンを貿いたかったら、 山田さんにいえば、 割引券をくれるよ。

( 6  ) 一般職女性の中には、 量盟主主豆、 ゑゑピ息子供が主主主主主仕事は辞めるべき

だと考える人が少なくない。 (r日本経済新聞CD-ROM版'90J)

(4 )のような場合に同ーの条件形が複数出現することは不可能に思われる。 これは日本

語においては並立的なものを除き、 同ーカテゴリーの文法的要素がひとつの文中に原則と

して共存し得ないということからも首肯されることであろう。

以下の議論の前提として(4 )のような連続が不可能なことを証明しておく必要があるが、 条件

文の研究をあたってみても、 前回1993 などがI�しでも」と条件文との差異として触れているの
みである(前田1993 :151 )0 (5)のような現象についても、 文の階層構造に関する南1993 などの
研究がB段階従属句は連続するとしているが、 理由節が条件節を含むという例 (ソンナコトシタ
ラ先生ニシカラレルノデ、 ヤメテ オイタ) しか見当たらない。 言語学研究会19 85�6 ( 4 )もI�し
でも」 とI�すればJなどが同時にあらわれている例はあげているが (1彼がなんと言っても、 条
件さえ整えば、 僕は行くJ)、 「すればJ 1するならJ 1したらJなどの連続については特に言及して
いない。

( 4 ) のように同ーの条件形が一文中に複数回用いられることは基本的にないのである

が、 一方、í�しなければならない」は、 この中にふくまれるのと同ーの条件形í�すれば」

をもっ条件文をしたがえることができる。

( 7 )  a .夜半といわず未明といわず医者は憲史ゑ怠怠足直ちに応じなければならない
が、 …・・・(華岡青洲の妻)

b. 庭の草取りもあるし、雪隠に糞がたまれば汲み取りもしなければならない。(雁

の寺・越前竹人形)
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( 42 ) 条件形複合用言形式の認定

c. r向こうで芝怠足、 当然、 ホームタウン・デシジョンは覚悟しなければならない

し、 容易なことじゃ勝てないぜJ( 一瞬の夏 )

r�しなければならない」のr�しなげれば」は条件を与えるという条件形としての基本

的な意味をもはや失っている。 つまり条件用言になるということはそこに含まれるr�し

なければ」が条件形式としての意味を失って述語の形式に埋没してしまったということが
注5

できる。

2.1. 2. 仮定副詞の共起不可

条件部が条件の意味を保っているなら、 「もし/もしも/万一jなどの仮定をあらわす副調
注6

が共起可能なはずである。

( 8 )  rまだ最終決定はしていないが、もし貴 君に決まれば近日中に主任からの手紙が届

くと思いますJ ( 若き数学者のアメリカ)

r�しなければならないj と類似した意味をあらわすr�しなければだめだJ r�しなけ

れば困るj なども「もしj などの共起は不可能ではないと思われる。

( 9  ) もし、 君が行かなければ、 だめだ/困る。

しかし、 これらの副詞は r�しなければならないJ とは共起することができない。

(10) ? {もし/仮に/万一} 君が行かなければならない。

これは2 .l.l.と同じようにr�しなければならないjの条件部が条件形としての意味を

失ったことによるものであろう。

2.1.3 みとめ方の対立の消失

条件形は文法的なカテゴリーとしてみとめ方 (肯定・否定の対立)をもっ。

(11 ) もし雨が降れば/降らなければ、 明日の運動会は中止だ。

一方、r�しなければならないjの条件部は否定に限られ、対応する肯定の形をもたない。
注7

すなわち肯定・否定の対立を失っている。

(12 ) 学校へ ?行けば/行かなければ ならない。

このことも条件用言の条件部が条件形としての性質を失っていることの証拠となるだろ
花8
う。

2. 2. 帰結部

2.2.1. 連文における省略

「語形成論Jの最近の成果とされる影山1 993 は語を認定するための基準として「形態的

な不可分性J r統語的要素の排除J r外部からの修飾の禁止J r語設照応の制約Jをあげてお

り(影山 199 3 : 10-11)、 語の形態的緊密性を例証するテストとして次のようなく等位構造に

おける削除〉の例を示している。 等位構造において重出する要素は削除できるが、 語は形

態的緊密性をもち形態的に不可分であるため、 削除をすることはできない。 たとえば、 次

のような r(�し)はじめる」の場合を見てみよう。 (1 3. a )のような本動調としての「はじ

めるjは削除可能だが、 (1 3. b )のように派生動詞の一部となっている場合は削除をするこ
注9

とができない。
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( 43 ) 

(1 3) a 誠は勉強をはじめ、 知子は料理の準備をはじめた。

a' 誠は勉強を桧苓#、 知子は料理の準備をはじめた。

b. 誠は経済学の本を読みはじめ、 知子は料理を作りはじめた。

b' . ?誠は経済学の本を読み掠#帯、 知子は料理を作りはじめた。

影山はこれを語の形態的緊密性を計るテストとして用いているが、 ある形式が語である

ということはそれを構成する要素は語以下のものであるということであり、 複合的形式を

構成する要素が語としての資格を失っているかどうかを試すテストフレームとしてこれを

用いることも可能であると思われる。

そこで上のテストフレームを í�しなければならないJ にも適用したいのだが、 í�しな

げればならないJ の場合、(( 4 )で示したよう に) í�すればJ が一文中に一回しかあらわれ

ず、 (1 3)のような省略を単文では考えることができないため、 連文単位で考えることにす

る。 (1 4 .a ) の場合なら省略が可能であるが、 í�しなければならないjの帰結部として「な

らないjが語の一部となってしまった (14 .b) では不可能であろう。

(1 4 )  a. 明日雨が降れば芋立:ょに二:二二二。もしくはストがあれば学校は休みになる。

b. ?仕事上でミスをした場合、 自分で解決策を考えなければ=を今考キ干もしくは

直ちに上司に報告しなければならない。

このこともí�しなければならないj において 「ならないJ が語としての性質を失って
注目

いることの証拠となるだろう。

2. 2.2. 形式の取り替え不可

認識的モダリティ形式として認定されている「にちがいないJíかもしれないjは、 後半

部を入れ替えて肯定の形にすることはできない( にちがいない/・ にちがいある、 かもしれな

い/*かもしれる)。 これはそれぞれの形式が「にちがいないJíかもしれない」の形で固定化

しているためだと思われる。

í�しなければならない」の帰結部 「ならないj も対応する肯定の形を取るこ とができ
註12

ないが、 このことも 「ならなしづが固定化していることを示しているといえる。

(15) 学校へ行かなければ ?なる/ならない。

2.3. 語としての一体性

以上、 í�しなければJíならない」それぞれが基本的にもつ形態論的・構文論的特徴を

失っていることを観察した。 次は í�しなければならないj がひとつの語としてのまとま

りをなしていることを示さなければならない。

2. 3. l. 倒置可能性

先にあげた影山1 993 で影山は「語は統語的な分割を許さないJとし、 その形態的な不可

分性をテストするフレームとして強調構文の例を提出している。

(16) 首相が国際会議に出席した。

'首相が 会議に出席したのは国際だ。

cf . 首相が出席したのは国際会議だ。
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( 44 ) 条件形複合用言形式の認定

(16)では「国際会議」 がひとつの複合語をなしているため、 こ れを分解するこ とができ

ないというものだが、 条件形は強調構文の形を取り得ないため倒置可能性の違いを考えた

し〉。

条件形の本来の用法なら、 こ れらの倒置は可能である。

(1 7 )  a 明日雨が降れば、運動会は中止だね。

b運動会は中止だね、 明日雨が降れば。

一方、 r�しなければならないjでは帰結部を条件部の前に持ってくるこ とは不可能であ

ると恩われる。

(1 8) a 明日までにこ の仕事を仕上げなければならない。

b. ?ならない、 明日までにこ の仕事を仕上げなければ。

こ れは r�しなければならないj がひとつの単位であって、 こ れを分解できないという

こ とを示しているように思われる。

2.3.2. 挿入の不可能

条件用言が表面的な形式どおり、「条件形+用言jというこ語としての分離性を保ってい

るのなら、 以下のような挿入が可能なはずであるが、 こ れは不可能である。

(1 9) ?学校へ行かなければ態忠広主生主ど。

こ のこ とも r�しなければならな しづが一体化しているこ とを示していると言える。

2.3.3. 叙法副詞の共起

r�しなければならない」はひとつの述語形式として機能するようになった結果、 〈義務〉

〈必然〉の意味をあらわすのだが、 それが条件部と帰結部の組み合わせから予測できない意

味をあらわすようになっているこ とは、 構文論的にも叙法副詞「ぜひJ rぜひともJ r当然」

などと共起するこ とで示すこ とができる。

(20) ぜひとも締め切りまでに完成させなければならない。

「ぜひともj などの形式は命令や意志・願望の意味をあらわす述語と共起するもので、
注目

条件をあらわす r�すれば」自体とも 「ならない」とも本来共起しないものであろう。

(21 )  a. ?ぜひとも研究室に行ってみれば、 先生に会えるよ。

b. ?ぜひともならない。

条件部と帰結部が条件用言としてひとつの形式になったからこ そ、 こ れらの叙法副調が

共起するようになったといえる。

3. 他の形式への適用

3.1. 条件部

3.1.1. 同ーの条件形の複数出現

r�しなければいけないJ r�したらいいJ r�すればいい」を述語にもつ文は条件部と

同じ条件形をもっ従属文を従えるこ とができる。

(22) a .  ... …もし大宮に万一のこ とでもあれば、玉露も服喪しなければいけない。(新源

氏物語)
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( 45 ) 

b. í果して自分の言うことを理解してくれるだろうか。 分らなくなって教室が選

連ムゑゑどう収拾したらよいのか。 …. . J (若き数学者のアメリカ)

c. 見張りがいるのなら我々の姿をみつければいいし、愚立主立怠1ま星立主豆ど

い。 (世界の終わりとハードボイルドワンダーランド)

ただし、 í�するといいjを述語にもつ文は í�すると」の従属文をしたがえることがで

きない。 これは í�するといいj はく勧め> <願望〉をあらわすが、 従属文のí�するとJ

が主文に命令や依頼 ・ 願望などの形式をとることができない (r拾があれば/あったら仏生
ると、 �いなさしリ「時間があれば/あったら/?あると、 僕も行きたいなJ)ことで説明できる。

3 .1. 2. 仮定副詞の共起

2 .l. 2.と同じこ とがこ こ でも成り立つ。í�すればjと同じく、 条件をあらわす場合は

í�したらJ í�すると」もそれぞれ仮定副詞が共起する。

(23) もし反論{したら/すると} 、 騒ぎを大きくして自分たちが民族としてクローズア

ップされる怖れがあるからだ。

一方、 í�しなければいけないJ í�すればいいJ í�したらいいJí�するといいJ には

こ れらの仮定副詞は共起するこ とができない。

(24) a. ? {もし/仮に/万一} 行かなければいけない。

b. ? {もし/仮に/万一} 行くといい。

c. ? {もし/仮に/万一} 行ったらいい。

d. ? {もし/仮に/万一} 行けばいい。

3.1 . 3  文法的カテゴリーの消失

①肯定・否定の対立

í�しなければならないJと同様、 í�しなければいけないjは、 条件部が肯定の形を取

ることができなし〉。

(2 5) 学校へ ?行けば/行かなければ いけない。

一方、 í�するといいJí�したらいいJ í�すればいし'Jには条件部が否定の形を取る場

合がある。 それぞれについて見てみよう。

~するといい:資料中に見られた í�しないといい」の例は1 例のみ(全体で56例中)。

聞き手が制御不可能なく願望〉をあらわしているもののみである。

(26) くかくれんぼをしている場面> ( いつまでもみつからないといいな) ( 塩狩峠)

しかし、 2 人称を主語に取り、 制御可能な動作でく勧め〉をあらわす場合には í�しない

といいJ という形は使われないと思われる。

(27 ) ?そこ は危険地帯だから行かないといいよ。

つまり í�するといいjはく願望〉をあらわす場合にのみ、 条件部にみとめ方の対立を

もっといえる。

~したらいい: r�したらいい」 でも資料中には次のようなものがl例見られるのみで

ある (r�したらいいj の総数169 例)。

(28) rどうせなら、はじめからお情けをかけて頂かなかったらよかったのにJ(新源氏物
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語)

これは過去の起こりえなかった事態を望む反実仮想的な用法であり、 聞き手が制御不可

能なく願望〉をあらわす場合のみ可能という点で I�しないといいj と共通すると思われ

る。 (29)のような例はかなり不自然だろう。

(29) 行きたくなかったら、?行かなかったらいいよ。

~すればいい: I�すればいい」には条件部が否定の形である例が他の形式に比べて多

数見られる (全用例643中35例)。

(30) a. 1したくなきゃあ、 しなきゃいいさ。 でも何故さJ (太郎物語)

b. 1......野田動物が買収していなければいいと思っているんです」

(パニック ・裸の王様)

(30) のようにく願望〉だけでなく制御可能なく適切〉をあらわしうるという面からも、

数量的な面からも I�すればいいjは上の二つの形式にくらべて条件部のみとめかたの対

立が顕著だといえる。 この点で条件部が語としての性質を失っている程度は他の形式にく

らべ相対的に低いといえるだろう。

②丁寧さの対立の消失

I�するとJ I�したら」はみとめ方に加えて丁寧さという文法的カテゴリーをもっ。

(31) 雨が{降ると/降りますと} {降ったら/降りましたら}、・

I�するといいJ I�したらいい」は条件部においてこれらの対立を失っているという点

もこれらを複合述語とする根拠となるだろう。

(32) a 先生に聞いてみるといいI?聞いてみますとよろしゅうございます。

b. ここで貿っていったらいい/7買っていきましたらよろしゅうございます。

条件用言全体の丁寧さは帰結部における丁寧さの違いであらわされることになる。

3 . 2. 帰結部

3.2.l. 連文における省略

2.2 .1で見たことがI�しなければいけないJ I�するといいJ I�したらいいJ I�すれ

ばい しづでもやはり成り立つ。

(33) a. 7仕事上でミスをした場合、自分で解決策を考えなければ相#考キ干もしくは

直ちに上司に報告しなげればいけない。

b. 7そのことなら民生委員に頼んでみると担キ守もしくは直接市役所 に行ってみ

ると し当し'0

c. 7疑問点は図書館で調べたら羊時喝=もしくは先生に聞いてみたらいい。

d. 7紙コップは丸めて捨てればキ持寄=もしくはまとめておけばいい。

3.2. 2. 入れ替え可能性

2.2 .2 .で述べたように、 帰結部においてみとめ方という形態論的カテゴリーは、I�しな

ければいけないJ I�するといいJ I�すればいいjでも失われている。 みとめ方において

対立する形17�しなければいけるJ 1 7�すると/したら/すればよくない」は存在しない
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か、 存在するとしてもそれぞれの形式の対概念をあらわさないだろう。 みとめ方の対立す

る形以外に反意語で考えてみても、I�しなければいけないjの帰結部を「いい」に取り替

えてしまうと、 それは否定的なく適切〉をあらわすI�すればいいj に変質してしまい、

I�しなければいけないjの対概念をあらわすものではなくなってしまうのである。I�す

るといけな しづも否定的なく勧め〉をあらわすというよりもく危倶〉をあらわすといった

ほうがいいだろう。 またI�すればいけない」 という形は存在しない。

(34) a. 学校へ行かなければいけない。 (義務・必然)

非行かなければいい (否定的な適切・願望)

b 学校へ行くといい (勧め ・願望)/#fTくといけない (危倶)。

C 学校へ行けばいい/?いけない。

I�したらいいjはI�したらいけないjの形が存在し、 意味の上からもく否定的な適

切〉と考えられる例が見られた。

(35) <お父さんみたいに、 大 口開けて笑ったり、 むしやむしゃ食べたりしたらいけな

いんだね) (太郎物語)

3. 3 語としての一体性

3.3. l. 倒置可能性

I�するといいJ I�したらいい」はいずれも倒置不可能であるといえるだろう。

(36) a. 先生に聞いてみるといいよ。

a'. ?いいよ、 先生に聞いてみると。

b だったらお父さんにお礼なさったらいいわ

b'. ?だったら、 いいわ、 お父さんにお干しなさったら。

I�しなければいけないJはやや判断にゆれがあり、I�すればいいjにおいては、(37.

b')のような例は不自然だとしても、( 37 .c ') のような例は存在する。

(37) aー ちゃんと勉強しなきゃいげないよ。

a'. (?)し〉けないよ、 ちゃんと勉強しなきゃ。

b. 先生に聞いてみればいいよ。

b'. ?いいよ、 先生に聞いてみれば。

c. I残しておけばいいですよJ

(大きな肉を出されたので半分に切ってもらおうとして)

C'. I大きい? いいですよ、 残しておけばJ

(菊池誠『半導体4 0年』中公新書: 貌1997 による)

ただし、( 37. C)はたとえば I�しでもいいjに置き換えができる(あるいはしやすしサこ

とで I�すればいい」の意味がやや変質しているといえるだろう。 また倒置されうるとし

ても条件部が 「ておくJ Iている」などの形式に限られるようである。

なお、「条件形+いいJの形でも条件用言を形成していない I�なら、 いいjでは倒置が

可能である。
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(38) íいいわよ。 向うさんがいいっておっしゃるならJ (太郎物語)

3.3.2. 修飾要素の挿入可能性

í�しなければならないjほどではないが、í�しなげればいりないjの内部に次のよう

な修飾をすることはかなり不自然だろう(資料中にはなかった)。

(39) ?学校へ行かなければ憩忠広巳立主旦。

一方、 その他の形式í�すればいいJí�したらいいJí�するといいjに関しては、 程

度副詞や叙法副調が割り込んでいると見うる例がある。

(40) a. í酒がありゃもっといいJ (女社長に乾杯! ) 

b もし天井にファンがついている部屋なら、それをつけっぱなしにするとよりい

い。 (下川裕治『アジアの誘惑J)

c .  í……それを誰かに売って、その何十ノf一セントかを船橋に渡せば、急之本土止ミ

ねJ (一瞬の夏)
注16

またí�すればいいJには「それで」などの挿入が可能である。

(41) a. ただ、 普読んだ本を読み返していればを怠玄どと… 。

(沢木耕太郎『深夜特急5J)

b 数学の世界で意思が通じればそれでよいのだ。それだけが初めからの目標では

ないか。 (若き数学者のアメリカ)

c. 味もきちんと調っていれば、それでいい。(雁屋哲・花咲アキラ『美味しんぽ35J)

これらの多 くは程度副詞や「それで」などが挿入されることによって帰結部の「いいJ

の評価性が表面化し、 結果として条件用言の一体性が崩れていると思われ、 内部に挿入さ

れないものとは意味的に違いが感じられるのだが、 これはたとえば次のように倒置が可能

になることからも示されるだろう。 前に2.3. 1 .で示したように条件用言は条件部と帰結部

とを倒置させることは基本的に不可能なのだが、 これら挿入がされた場合、 倒置が可能に

(あるいはしやすく) なると恩われる。

(40') a 忠之主主ど担、 酒が主立主。

b きっといいね、 それを誰かに売って、 その何十ノf一セントかを船橋に渡せば。

(41') a 乏怠玄とど、 音読んだ本を読み返していれば。

b それでよいのだ、 数学の世界で意思が通じれば。

c それでいい、 味もきちんと調っていれば。

上の現象から、 これらは既に条件用言ではないと見ることもできるかもしれない。 が、

おそらく重要なことはこれらの条件用言の内部に他の要素が挿入された形が存在するとい

うことであり、 条件部と帰結部の結びつきがí�しなければならない」などにくらべ相対

的に低いということであろう。

3.3.3 叙法副詞の共起

これらの条件用言の形式はí�しなければならないJと同様、 叙法副詞と共起すること

が可能となる。

(42) a どうしても勝たなければいけないという思いが、内藤の動きを硬いものにして
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いるようだった。(一瞬の夏)

b. 今度の鎮花祭にはおまえもぜひ同行するとよし当。 (山岸涼子『日出処の天子lj)

c こんなに素晴らしい制度なのですから、 今後もぜひ続いたらいいなと思いま

す。(r毎日新聞'95データ集j日外アソシエーツ)

d. rもう少し、 せめてこの宮がもっとしっかりなさる年頃までそばにいてあげら

れればいいのだが一一J (新源氏物語)

これらの叙法副詞も((21)で示したのと同様に)条件部や帰結部自体と共起するものではな

く、 条件用言として一体化した結果、 このような共起関係が成立するようになったといえ

る。

4. まとめ

以上、 2.、 3 .において観察したことを表にすると次のようになる。

しなげれば しなければ すると したら すれば
ならない いけない し当しヨ し当し当 し， �当

同一条件形の出現可能 。 。 。 。

仮定副調の共起不可能 。 。 。 。 。

みとめ方の消失 。 。 ム ム × 

丁寧さの消失 。 。

連文における省略の不可能 。 。 。 。 。

入れ替え不可能 。 。 。 ム 。

倒置の不可能 。 ム 。 。 ム

挿入不可能 。 ム ム 6. ム

叙法副詞の共起可能 。 。 。 。 。
(0は可能、×は不可能、 心は意味・用法により可能、 はテストができないことを示す。)

上記の表からr�しなければならないJr�しなければいけないJ r�するといいJ r�し

たらいいJ r�すればいいJ の順で一語化の度合い (1文法化」の程度) が段階をなしている

ことが見てとれるだろう。

以下、 気っ・いた問題を列挙してこの稿を終えることとする。

l 上の表のムで示したところでは、 意味・用法によって条件部に否定があらわれたり、

帰結部の修飾が可能になったりすることからわかるように、 条件用言の一体性が崩れてい

ることがわかる。

これは各形式の内部でもそれぞれのあらわす意味・用法によって文法形式化の程度に差

があることを示しているということだろう。 よって、「文法化」の程度を計るには (ただ要

素と要素とが結びついているということではなく) どのような意味・用法で使用されているか

ということをも考慮に入れなければならない。 各形式にどのような意味・用法がどの程度

固定化しているか(cf 1やきつけられ度J工藤1982)、 それにより各形式のもつ文法的な性質
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にどのような違いが生じてくるかを精密に調査していく必要があるだろう。

2 .  本稿では条件用言が条件の意味を失っていることに注目したが、 条件用言中の条件

部が完全に条件の意味を失っているわけでもないだろう。í�するといいJí�したらいい」

í�すればいし>J の意味の違いは、 í�するとJí�したらJ í�すればj の違いで説明でき
注17

る部分がある。 そもそも条件用言においてもí�するとJ í�したらJ í�すればjという

条件部の使い分けがなされているということはこれらがやはり条件づけの用法で示してい

た意味を保存していることをあらわしているだろう。 本稿では条件用言における条件部が

条件づけをあらわす基本的な条件形と異なっていることを示すことに主眼を置いたが、 条

件用言の条件部と条件形との親近性をも視野に入れていく必要があろう。

3. 本稿で論じた条件用言はく義務> <適切〉などをあらわす複合述語であったが、 条件

づけをあらわす従属複文が主文と従属文との関係から導かれる推論により義務や適切をあ

らわすことがあるのは従来から指摘されている(蓮沼1987、赤塚1998)。 たとえば、 次の( 43)

は「静かにしなければならない (静かにするべきだけということを含みとしてもつ。

(43) 静かにしないと、 おやつをあげませんよ。

また 次のように「帰結部jにより具体的な意味をもった条件用言に近い形式が存在する。

(44 )  a. �しなければ/しなかったら/しないと だめだ/困る/どうしようもない

b. �すれば/したら/すると 結構だ/十分だ/大丈夫だ/オーケーだ/終わりだ

おそらくこれらは条件用言をその極とし、 (44 )を介在して(43)まで切れ目なく続いてい

る (連続体をなしている)と思われる。 このようなことを考えに入れて、 今後は(44 )のよう

な諸形式がどこまで文法的な形式になっているか、 本稿で論じたような形態論的 ・統語論

的特徴を、 実際の使用される頻度なども考慮しつつ、 考察していく必要があろう。 また条

件用言以外のモダリティ形式についてもそれぞれの形式がどこまで、 どのように文法形式

化しているか調べてみる必要がある。 そのような考察の積み重ねが平叙文の述語部分にお

けるモダリティ組織の体系を明らかにすることにつながっていくことと思われる。

注1 網羅的ではないしモダリティにかかわるかどうか問題のあるものも含む。

注2 Palmer 19 86 、 工藤19 89 など。 なおモダリティを「主観的J 形式とすることへの異論として
は尾上1996 などの一連の論考を参照。

注3 í述語名詞+判定詞」 であれば、 一般に否定の形はí�ではなしリである。
注4 本稿では í�しなければならないjと í�しなければいけないJは、「ならないJíいけない」

が単独で使われる可能性の差異を考慮してこれらを区別する。同様な意味をあらわしていても
í�しなくてはならない/いけないjなど「テハ条件jの形式のものは扱わない。 なお í�しな
ければならない」 は条件部にí�しなきゃ/せねば」、 帰結部に「なんねえ/ならん」などさまざ
まなヴアリアントをもつが、 それらは í�しなければ」、「ならないjの変種として特に区別を
しない (í�しなげればいけないJí�すると/�したら/�すればいいj における条件部、 帰結
部のヴアリアントも同様) 。 また、 それぞれの形式の意味についてはí�しなければならない/
いけない」はく義務) <必然〉、í�するといいJはく勧め) <願望〉、í�したら/すればいいJ<適

切) <願望〉 をあらわすとしておく。
注5 同様の例として、他の語として定着したもの、 たとえば条件形出自の接続詞なら条件形との
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共存が可能となる(凱左足、 明日i皮が韮主豆、君はどうする?)。なお、(5 )で見た異なった形

式の条件形の連続できる条件など、 南のB段階を精密化するという視点からも条件形一般の
複数出現について考えていく必要があろう。

注 6 もちろん、 すべてのr�すればJ に 「もし」などが共起できるわけではない。 条件づけの性
質からしてこれら仮定亘IJ詞が共起しえない場合があるだろう。 たとえば習慣や普遍の真理など
をあらわす場合の r�すればJ には「もし」は共起しにくいだろう (f?ゑ与春がくれば、花が
咲くJ)。

注7 ただし、r�すれば、jが独立性を保っている従属複文の場合でも、 蓮沼1 987 のいうように
(4 5 )のような文は「く必要性〉 ないしく義務〉 をあらわすモダリティ表現に極めて近い」ものと
なるが、 この段階で既に従属文 (前件) の述語が否定形であることが要求される。

(4 5 )もう起きなきゃ、 遅刻しちゃうよ。 〈→モウ起キルベキダ〉
このように従属複文でく義務> <必然〉をあらわす段階で従属文の述語が否定形であることが

要求されているといえる。r�しなければならないJのもつ く義務> <必然〉の意味が上のよう
な条件文における推論から導き出されるものだとすれば、条件部が常に否定形であるのはある
意味で当然だともいえる。

ただし、 そうだとしても(4 5 )のような文がく義務> <必然〉といった意味をあらわす (したが
って従属文の述語が否定に限定される) には後件が〈反期待性〉 であるなどの一種の語用論的
な要件が必要となる。 つまり(4 5 )のような場合に従属節の述語に否定形を要求されるのは、形
式上の要求というより語用論上の要求であるといえる。 たとえば語用論上の条件を変えれば、
同じ形式で肯定・否定の対立を持ち得る (rこの薬を飲まなければ死ぬよJ rこの薬を飲めば死
ぬよJ)。 一方、 r�しなければならない」の場合には、((12 )で示したようにH?行げばならな
いjという形式自体があり得ない。 よって、 やはりr�しなければならない」の条件部が文法
的カテゴリーを失っていると見ることは出来よう。

注8 この節で見た現象は文法化の議論でいわれる脱カテゴリー化の現象であるということが出
来るだろう。 Hopper and Traugott 1993 は文法化によって動詞が本来持つ動詞としての特性
を失ってしまうことを、 分詞の considering (修飾語や完了形を取ることが可能)と接続詞化し
た considering (修飾語や完了の形を取り得なくなる) との対照で示している。

Carefully considering/Having carefully considered all the evid巴nce， the panel delivered 

its verdict. (considering=分詞)
Considering (・having carefully considered) you are so short， your skill at basketball 

is unexpected. (considering=接続詞) (Hopper and Traugott 1993 : 105 ) 
注9 (13. b')は「読み、Jが「はじめるjの削除されたものでなければ不適格ではないが、 その場合

は (r読みはじめる」ではなく) r読むjの連用形と解釈される。
注10 ただし連文の単位で「削除Jのようなものを考えてよいのかということについては別に議論

をしなければならないだろう。なお、(14)の例については加藤昌彦氏(国立民族学博物館助手)

の教示を得た。
注1 1 この現象は2 .3 でのべる語としての一体性の問題としてもとらえられる。
注12 ただ、 この 「ならない」 は変化・成立をあらわす r(�に) なる」 の否定ではなく、 不許可

とてももいうべき意味をあらわす「ならないjで、歴史的に見ればこのような「ならない (なら
ぬ)Jはかつては単独の語としての用法を持っていたのであるが、その段階でも対応する肯定の
形をもたないものとして既に固定化していたようである(湯沢193 6など)。 現代語においては
そのような使い方はほとんどなく、 よって r�しなければならない」における「ならないjの
意味自体を想起することも出来にくくなっている。 よって、この場合は条件用言に入りこむこ
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とによって語としての性質を失うというよりも、 近世語の「ならないJが条件用言の中で化石
的に残っているといった方が正確だろう。 なお、 江戸語・東京語の I �しなければならないj

系の表現における条件部と帰結部の変遷については問中1967 ・1969、 渋谷1988 が精密な論証

をしている。
注13 ぱQ行きたければ、 行きなさいJ味?行ってほしければ、 丁寧に頼んでみなさいjのよう

な例は条件文中に「ぜ ひ」 が共起しているが、 これは条件形自体と共起しているのではなく
I�したいJ I �してほしいjの希望の形式と共起していると見るべきだろう。

注14 ただ、I�すればJI�したらJ を述語にもつ条件文は出現可能であることから、I�すると

いいJ が条件形と共存するとはいえる(1具合湾要立投11休むといいよJ(塩狩峠)、ト ・・小さ

な池で葱児虫ヨコエとえ免とへ 大きな池に放してやるといいんだJ(太郎物語))。
注目 用例は資料一覧にあげた 32作品から採取した。
注16 1 �したらそれでいいjの形は内省では作りうるが(1別にトップで通らなくてもいい。 合格

主主主主主乏長玄主主J)、 資料中には1<嫁さんになってくれんでもええ。 お母んに主ヱエi主
たらそれでええ。 竹紳の家で、 わいの面倒をみとくれやす・・・>J (雁の寺 ) のような関西方言
の例が2例見つかるのみである。

注17 高梨1995参照。 また、 赤塚1998 などの一連の研究において、 いわゆるデオンティック・モ

ダリティの多くが本稿で示したような[条件+評価成分]という文法的手続きにより形成され
る日本語や韓国語では、幼児がたとえば英語圏の幼児よりはるかに早く条件文を身につけると
いう報告がなされている。 親が子供に対して頻繁に用いるID条件文(本稿の条件用言はその
一部に当たる)Jを通して日韓の幼児は条件文を早く身につけるというものだが、これが正しい
とすると条件用言においてもやはり条件の意味は消え去っていないということになるだろう。

<資料一覧>赤川次郎f女社 長に乾杯! J新潮文庫/阿川弘之『山本五十六j新潮文庫/浅田次郎『極
道界j双葉文庫/安部公房『砂の女j新潮文庫/有吉佐和子『華岡青洲の委』新潮文庫/石川達三『青
春の瑳鉄j新潮文庫/井上靖『あすなろ物語j新潮文庫/井上 ひさし『プンとフンj新潮文庫/五木寛
之『風に吹かれてj新潮文庫/池波正太郎『剣客商売j新潮文庫/遠藤周作f沈黙j新潮文庫/岡田斗
司夫『ぽくたちの洗脳社会j朝日新聞社/大岡昇平f野火j新潮文庫/川端康成『雪国』新潮文庫/開
高健fパニック・裸の王様j新潮文庫/沢木耕太郎『一瞬の夏j新潮文庫/司馬2堅太郎『国盗り物語j
新潮文庫/椎名誠『新橋烏森口青春篇j新潮文庫/曾野綾子 f太郎物語j新潮文庫/田辺聖子『新源氏
物語j新潮文庫/立原正秋『冬の旅j新潮文庫/高野悦子『二十歳の原点j新潮文庫/福永武彦『草の
花j新潮文庫/藤原正彦 『若き数学者のアメリカj新潮文庫/星新一『人民は弱し官吏は強しj新潮
文庫/松本清張『点、と線j新潮文庫/眉村卓『ねらわれた学園』角川文庫/三島由紀夫『金閣寺j新潮
文庫/水上勉『雁の寺・越前竹人形j新潮文庫/三浦綾子 『塩狩峠j新潮文庫/村上春樹『世界の終り
とハードボイルド・ワンダーランドj新潮文庫/山田風太郎『怪談部屋j出版芸術社 (これら以外に
引用した資料については著者名と共に示した。 )
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